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告書が過失責任の追及に使用される可能性を考慮すると、両者を明確に区別する

必要があるのではないか。 

【調査報告書の交付・公表】 

a） 具体化した教訓を共有化するという点で、調査報告書はもちろんだが、医療情報

等を公開して、これを活用していくことも必要なのではないか。当該医療機関以

外の医療機関への情報伝達による医療安全の向上等に向けて、どのような経路で

役立てるかについての検討が必要である。 

b） 調査結果については、遺族に調査組織からの十分な説明が行われることが必要で

ある。それなくしては、不満を持った患者側が、かえって司法制度に訴える例を

増加させることになりかねない。 

 

（２）なお、今後の調査のあり方の具体化に当たっては、例えば以下のような詳細

な論点についても、検討していく必要がある。 

① 死亡に至らない事例を届出及び調査の対象とするか否か 

② 遺族等からの申出による調査開始の可否や遺族の範囲をどう考えるか 

③ 解剖の必要性の判断基準、解剖の執刀医や解剖に立ち会う者の選定の条

件、臨床経過を確認するため担当医の解剖への立会いの是非 

④ 電話受付から、解剖実施の判断、解剖担当医の派遣調整等を迅速に行うた

めの仕組み 

⑤ 事故の可能性がないことが判明した場合などの調査の終了の基準 

⑥ 院内の事故調査委員会等との関係と一定規模以上の病院等に対する院内事

故調査委員会等の設置の義務付けの可否 

⑦ 調査過程及び調査報告における遺族等に対する配慮 

【調査の対象事例】 

a） 調査対象は、死亡事例だけでなく、死亡には至らない事例も加えることが望まし

いが、すぐに実現できる仕組みが作れるかというと疑問がある。まずは、死亡事

例の調査を確実に進めることが現実的ではないか。 

b） モデル事業においては、解剖をはじめとして十分な調査を行っているが、必ずし

も正確に死因が究明できるわけではない。この経験を踏まえると、死亡に至らな

い事例においては、更に評価が困難であることが予想される。調査組織の立ち上

げに当たっては、まず一定水準の調査・評価が全国で行えることを目指すべきで

あり、調査対象を死亡事例に限定することもやむを得ないのではないか。 
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